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船橋市教育委員会会議臨時会会議録 

 

１．日  時  令和７年１２月５日（金） 

開 会  午後 １時００分 

閉 会  午後 １時１１分 

 

２．場  所  教育委員室 

 

３．出席委員  教  育  長 松 本    淳 

教育長職務代理者 小 島  千 鶴 

委     員 朝 倉  暁 生 

委     員 蓮 池  政 貴 

 

４．出席職員  管理部長 鈴 木  寿 雄 

学校教育部長 日 高  祐一郎 

教育総務課長 醍 醐  紀 子 

学務課長 長谷川    右 

 

５．議 題 

第１ 議決事項 

   議案第５１号 令和７年第４回船橋市議会定例会の議案に対する意見聴取につい

て 

   議案第５２号 令和７年第４回船橋市議会定例会の議案に対する意見聴取につい

て 

 

６．議事の内容 

【教育長】  

ただ今から、教育委員会会議臨時会を開会いたします。 

本日の教育委員会会議の開催にあたり、大塚委員が所用により欠席との連絡がありま

したのでご報告いたします。 

なお、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項」の規定により、

教育長及び在任委員の過半数が出席しておりますので、本日の会議は成立するものとい

たします。 

それでは議事に入りますが、本日の案件は、議案第５１号と議案第５２号の議案２件

です。 

また、当該議案につきましては、船橋市教育委員会会議規則第１２条第１項第４号に
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該当しますので、非公開としたいと思います。 

ご異議ございませんか。 

  

【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めますので、そのようにいたします。 

 それでは議案第５１号について、教育総務課、説明願います。 

 

【教育総務課長】 

 教育総務課から議案第５１号についてご説明いたします。 

資料は５ページをご覧ください。 

本議案は、市長が令和７年第４回船橋市議会定例会に提出する議案を作成するにあた

り、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、教育に関する

部分について教育委員会に意見を求められたことから、船橋市教育委員会組織規則第３

条第３号の規定に基づき、ご審議いただくものでございます。 

市長が市議会に提出する予定の議案は「令和７年度船橋市一般会計補正予算」となり

９ページ以降につけております。 

 令和７年の人事院勧告等にならい、特別職の期末手当や、一般職の給料、期末手当等

の増額に伴い、教育費のうち、人件費である給料、職員手当等、共済費について補正を

するものでございます。 

 金額について簡単にご説明いたします。資料の１１ページをご覧ください。 

 市全体では、一番下の行の真ん中、補正前の額２,５７５億６，３８０万５，０００

円であったものを１５億５００万円増額補正し、２,５９０億６，８８０万５，０００

円とするものでございます。 

 このうち、教育委員会分野につきましては、５５款「教育費」の一番上の行をご覧く

ださい。 

 補正前の額３００億８１０万1，０００円であったものを２億９２８０万円増額補正

し、３０３億９０万1，０００円とするものでございます。 

 教育総務課からは以上でございます。 

 

【教育長】 

 ただいま説明がございましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

それでは私の方から、これは基本的には給料が上がるというような話かと思いますが、

教員を含めた全体の話ということでよろしいのでしょうか。 
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【教育総務課長】 

 はい。 

 

【教育長】 

そうすると小中高校の先生と、事務職員も対象と考えてよろしいでしょうか。 

 

【教育総務課長】 

学校の教職員のうち本補正予算の対象となるのは、小・中・特別支援学校の市費負担

職員及び市立高校の教職員となります。なお、小・中・特別支援学校の県費負担教職員

につきましては、千葉県による補正予算対応となります。 

 

【教育長】 

 わかりました。 

その他はいかがでしょうか。 

  

（各委員意見・質問なし。） 

 

それでは、議案第５１号「令和７年第４回船橋市議会定例会の議案に対する意見聴取

について」を採決いたします。 

 ご異議ございませんでしょうか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めます。 

 議案第５１号については、原案どおり可決いたしました。 

 続きまして、議案第５２号について、学務課、説明願います。 

 

【学務課長】 

続きまして、学務課から議案第５２号についてご説明いたします。 

資料は３３ページをご覧ください。 

本議案も、市長が令和７年第４回船橋市議会定例会に提出する議案を作成するにあた

り、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、教育に関する

部分について教育委員会に意見を求められたことから、船橋市教育委員会組織規則第３
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条第３号の規定に基づき、ご審議いただくものでございます。 

市長が市議会に提出する予定の議案は「船橋市立船橋高等学校及び船橋市立船橋特別

支援学校の高等部の教育職員の給与等の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例」

となり３５ページ以降につけております。 

本議案は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改

正等にならい、教育職員の処遇改善を図ることを目的に、給与について改定を行うため、

所要の改正を行うものでございます。 

改正の内容といたしましては、教職調整額 の引き上げ、管理職員の本給加算額の改

定、義務教育等教員特別手当の支給月額の上限の引き上げの３点となります。順にご説

明申し上げます。 

１点目に、教職調整額の率を現在の４％から１０％に段階的に引き上げます。令和８

年１月１日以降、毎年1％ずつ引き上げ、令和１３年１月１日以降１０％となります。 

２点目として、管理職員の本給加算額の改定を行います。教育職給料表の４級（教頭

職）の者については１月あたり４，０００円の増額、５級（校長職）の者についてはこ

れまで支給対象外であったところ、新たに４，０００円の加算を行います。 

最後、３点目に義務教育等教員特別手当の支給月額の上限を８，０００円から８，６

００円へ引き上げます。なお、これまで級及び号給に応じた額であったところ、学級担

任等の校務類型に応じた額の支給となります。 

これら３点につきましては、いずれも令和8年1月1日からの施行を予定しております。 

説明は以上でございます。 

 

【教育長】 

ただ今、説明がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 

（各委員意見・質問なし。） 

  

それでは、議案第５２号「令和７年第４回船橋市議会定例会の議案に対する意見聴取

について」を、採決いたします。 

ご異議ございませんか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めます。 

 議案第５２号については、原案どおり可決いたしました。 
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本日、予定しておりました議案等の審議を終了いたします。 

これで教育委員会会議臨時会を閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

午後１時１１分閉会 


